奨学金返還ガイド
奨学金の貸与が終了すると、返還の義務が生じます。
返還金は、後輩奨学生の奨学金として活用される重要なものです。
（奨学金制度）

●奨学金の返還は、卒業の年の１年後から１５年以内です。

●奨学生が退学、奨学金の辞退等された場合は、６箇月後から返還していただきます。

●疾病その他正当な事由のため、奨学金の返還が困難になった場合は、１年間を限度に返還を猶予することができます。
●奨学金を貸与された者が、大学、大学院等上級学校に進学した場合は、返還を在学期間中猶予することができます。
（奨学金返還誓約書）

●最終の奨学金を受領した後、１箇月以内に「奨学金借用証書」を、本人、連帯債務者（保護者）及び連帯保証人（独立の生計を営む成人）が連署して、教育委員会へ提出していただきます。
（奨学金返還方法）

●奨学金返還の方法は、月賦、半年賦又は年賦払です。
●奨学金は無利息です。

●希望によっては償還期限内に一時に、又は返還期限を繰り上げて返還することができます。
●返還金は、まんのう町収納伝票にて次の場所で納入いただきます。
※指定場所（百十四銀行・香川県農業協同組合・香川銀行・四国銀行・高松信用金庫・中国銀行・琴南支所・仲南支所・美合出張所・まんのう町役場会計室の窓口）
【奨学金の返還免除制度】
　奨学生が大学等を卒業した後、継続して3年以上の期間、まんのう町に居住した場合、奨学金の返還が免除される制度があります。
